
「坂祝町水道ビジョン（案）」の策定に向け、案に対する意見募集を行いました。

結果は以下のとおりです。これらの意見を参考にさせていただいた上で、最終案を検討・作成してまいり

たいと思います。ご協力をいただきありがとうございました。

１．意見募集期間 平成24年8月7日（火）～平成24年9月5日（木）

２．意見の提出状況

＊意見提出者数1名

＊延べ意見数1件（語句等表記の誤り0件・内容について 1件）

３．提出された意見と町の考え方（下記のとおり）

４．問い合せ先 　坂祝町役場産業建設課 　電話２６－７１１１（内線243）

◇ 提出された意見と町の考え方

ご意見については、提供者の特定につながる恐れがあると判断した部分を除き、全文掲載させていただきました。

また、語句等表記の誤りについては修正をさせていただきます。

ＮＯ 提出されたご意見の概要 ご意見に対する町の考え方

1 ・災害対策について

　災害時の緊急用水を確保されているが、この貯
水槽の水は死に水となって浄化しないと使用でき
ないと聞いていおり、緊急時に確実に飲料水に対
応できるか不安である。
　通常の配水槽の改造をする必要はないか検討さ
れたい。

提出されたご意見の概要とご意見に対する考え方

「坂祝町水道ビジョン（案）」意見募集結果

　現在、1年に一度セーフィティータワーのタンク内
の水を入れ替えると同時に消毒液を注入しており
ます。
　また、通常時においてはタンク内に設置されてい
る滅菌装置（紫外線）による殺菌を行っており、更
に災害時においてもその時点で再度消毒剤を注
入し皆様に給水をすることとなっており、衛生面に
おいては特に心配はありません。
　なお、既設のセーフティータワーは、基本的に静
水圧での設計となっており、流動的な水圧に対す
る構造にはなっておらず、改造する場合には不確
定な部分があります。また、仮に緊急貯水槽に改
造した場合、地震計や緊急遮断弁を設置するため
の場所の確保や設計、施工経費の増額。また、今
後の保守点検等維持管理経費の増額が考えられ
ます。
　したがって、現段階においての改造は考えており
ません。
　今後、このご意見を参考にして、災害担当局と協
議をしたうえで緊急遮断弁を備えた緊急貯水槽や
他に参考となる事例があれば取り入れて行く考え
です。



2 ・水道料金について

　坂祝町の水道料金は100パーセント県水のため、
県内において高額となっている。
　建設計画においては値上げは考慮せず、むしろ
現状維持または値下げできるように計画されたい。

　建設計画等については、水道ビジョンや基本計
画により中長期計画の中で見直しをしていく考え
です。
　使用料についても、基本的には現状維持による
計画として考えています。
　ただし、社会状況等どうしても避けられない状況
になった場合は、増額もあり得ます。
　なお、今後の建設計画においても皆様への負担
を抑えるようコスト縮減等工夫をし、進めていく考
えです。


